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はじめに 

 

 埼玉県では埼玉県水道水質管理計画1)に基づき，分析精

度の向上を目的として，県内で水道水質検査を実施してい

る公的機関及び水道法第20条の登録を受けた水質検査機関

（以下，登録検査機関）を対象に外部精度管理を実施して

いる．平成29年度は濁度，トリクロロ酢酸を対象項目とし

て実施した．その結果について概要を報告する． 

  

方 法 

 

1 試料の調製及び配布 

 試料調製は外部委託とした．試料の濃度は，濁度を1.5

度，トリクロロ酢酸を25µg/Lとし，これらを設定値とした．

分注する容器は，濁度・トリクロロ酢酸ともに1L褐色ガラ

ス瓶とした． 

 試料の配布方法は郵送または直接配布とした．郵送によ

る試料の送付は平成29年8月29日午前中に到着時間指定の

チルド便で送付し，直接配布では平成29年8月29日午前中に

埼玉県衛生研究所で配布した． 

 

2 分析方法 

 分析方法は，水質基準に関する省令の規定に基づき厚生

労働大臣が定める省令2)によるものとし，各検査機関での

日常の試験業務と同等に行うこととした． 

 

3 評価方法 

 Grubbs検定を行うにあたっては，報告書未提出の機関，

繰り返し測定回数5回未満の機関，機関内変動係数が濁度は

10%及びトリクロロ酢酸は20%を超えた機関を除外すること

とした．除外されなかった機関について，検定統計量が5%

棄却限界値を超えたものを外れ値として棄却することとし

た．また，棄却されなかった機関について，濁度は中央値

からの誤差，トリクロロ酢酸はZスコア及び中央値からの誤

差率を算出した．Zスコアは四分位数法で算出した．ただし，

濁度については各機関の報告値が設定値に集中する可能性

があったため，Zスコアの算出は行わないものとした． 

 その結果，次の機関の結果ついては検査精度が「良好で

ない」と判断し，改善報告書の提出を求めた．なお，分析

の評価は測定結果のみに基づくものとした． 

 (1) 濁度 

  Grubbs検定で棄却または中央値からの誤差が±0.1度 

もしくは±10％のどちらか大きい値を超えた機関 

 (2) トリクロロ酢酸 

  Grubbs検定で棄却またはZスコアの絶対値が3以上， 

 かつ中央値からの誤差率が±20％を超えた機関 

 

結果及び考察 

 

1 統計解析結果 

(1) 濁度 

 参加機関数は 40機関（保健所等 4機関，県企業局・水道

事業体 12機関，登録検査機関 24機関）であった． 

 Grubbs 検定を行うにあたって，除外された機関はなく，

Grubbs検定の結果，棄却された機関もなかった．基本統計

量を表 1，機関内平均値の分布を図 1 に示した．全機関の

中央値は 1.40度（平均値は 1.43度）であった．標準偏差

は 0.062，変動係数は 4.34％であった．中央値からの誤差

率が±10％を超えた機関が 1機関あり，改善報告対象機関

とした． 

(2) トリクロロ酢酸 

 参加機関数は 34機関（保健所等 2機関，県企業局・水道

事業体 7機関，登録検査機関 25機関）であった． 

 Grubbs 検定を行うにあたって，除外された機関はなく， 

Grubbs検定の結果，棄却された機関もなかった．基本統計

量を表 1，機関内平均値の分布を図 2，Zスコアのヒストグ

ラムを図 3 に示した．全機関の中央値は 25.14µg/L（平均

値は 25.10µg/L）であった．標準偏差は 1.502，変動係数は

5.98％であった．2 機関の Z スコアの絶対値が 3 を超えて

いたが，中央値からの誤差率が±20％以内であったため，

34機関全てを良好であると判断した． 
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表 1 濁度及びトリクロロ酢酸の基本統計量 

項目 濁度 トリクロロ酢酸 

参加機関数 40 34 

棄却機関数 0 0 

最大値（度） 1.60 27.79 

最小値（度） 1.26 21.40 

中央値（度） 1.40 25.14 

平均値（度） 1.43 25.10 

標準偏差 0.062 1.502 

変動係数（％） 4.34 5.98 

 

図 1 濁度の機関内平均値の分布 

 

図 2 トリクロロ酢酸の機関内平均値の分布 

 

図 3 トリクロロ酢酸の Zスコア 

2 濁度の外れ原因 

 対象機関から次のような報告があった． 

 (1)標準原液は未開封のもの（新品）を使用 

 (2)標準原液を分取する際，よく振り混ぜ，濃度が均一に 

   なるように調製 

 (3)器具は測量精度に影響が出にくいホールピペットと 

     メスフラスコを使用 

 この報告をもとに原因を検討したが，上記の条件による 

検査では，器具等による誤差は生じにくいと考えられた． 

また，対象機関に精度管理試料の残液を用いて，再度測定

を実施させたところ，設定濃度と同程度の結果が得られた．

そのため，様々な原因を検討したが，原因を特定すること

はできなかった．しかし，再測定で検査精度に問題の無い

結果が得られたことと，内部・自己精度管理の実施や検査

担当者の研修への参加等を行うことによる検査精度の維持

向上を図る旨の回答があったため， 適切な措置が行われ，

検査精度が改善されたと判断した． 

 

まとめ 

 

 濁度はGrubbs検定（有意水準5％）で棄却された機関はな

かったが，中央値からの誤差が±10％を超えた機関が1機

関あった．外れ値の原因について特定することはできなか

ったが，再測定による良好な結果及び検査精度の維持向上

を図る旨の回答が行われ，検査精度が改善されたと判断し

た． 

 トリクロロ酢酸はGrubbs検定（有意水準5％）で棄却され

た機関はなかった．また，全機関でZスコアを算出したとこ

ろ，Zスコアの絶対値が3を超えた機関が2機関あったが，中

央値からの誤差率は±20％以内であったため，良好である

と判断した． 
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